
自治体国際協力専門家派遣事業実施要綱 
 

（目的） 

第１条 この要綱は、現に地方公共団体（以下「自治体」という。）に勤務している職員及び過

去に自治体職員として勤務した経験を有する者の中から、優秀な技術と豊富な知識を有する者

を「自治体国際協力専門家｣（以下｢専門家｣ という。）として外国の自治体の機関等（以下

「派遣先」という。）へ派遣し､行政資質の向上等に寄与するとともに､日本の自治体と外国の

自治体等との友好協力関係を強化することを目的とする「自治体国際協力専門家派遣事業｣ の

実施について必要な事項を定めるものとする。 

 

（専門家の要件） 

第２条 派遣する専門家は、次の各号に定める要件を満たしている者とする。 

（１）現に自治体に勤務している職員（臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定め

て任用される職員、非常勤職員その他条例で定める職員を除く。）若しくはかつて自治体に

上記に定める職員として勤務した経験を有する者で、財団法人自治体国際化協会（以下「協

会」という。）の「国際協力人材バンク」（平成９年自国協第１号にて協会支部に作成を依

頼）に登録されており、かつ現に勤務し、あるいは勤務していた自治体から推薦のあった者 

（２）心身ともに健康であり、派遣先での勤務及び生活に耐えうる者 

（３）優秀な技術と豊富な知識を有し、派遣先での職務を遂行できる者 

 

（事業主体） 

第３条 本事業は、総務省及び協会の支援の下に、自治体が実施するものとする。  

 

（派遣方法等） 

第４条 現に自治体に勤務している専門家の派遣方法等は、「外国の地方公共団体の機関等に派

遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律」及び派遣元の自治体が定める条例や規則

等に基づくものとする。 

２  かつて自治体に勤務していた専門家の派遣方法等は、別途協会が定めるものとする。 

３  専門家は、派遣に際し、別途定める様式の書類を事前に協会理事長に提出するものとする。 

 

（派遣先） 

第５条 専門家の派遣先は、以下のとおりとする。 

（１）外国の自治体の機関 

（２）前号に準ずる機関で協会が派遣を適当と認めたもの 

 

（専門家の決定） 

第６条 専門家の派遣は、第５条で定める派遣先からの派遣要請に基づき、総務省・協会にお

いて、候補者を調整し、自治体に協議する。協議を受けた自治体において、専門家の派遣を

決定する。 

 

（派遣期間） 

第７条 専門家の派遣期間は、原則として３か月以内とする。 

 

（協力項目） 

第８条 専門家の協力項目は、派遣先から要請のあった分野からその都度総務省・協会が定め

るものとする。 

 

（経費負担） 

第９条 専門家の派遣に係る経費は、協会及び派遣先が負担するものとする。協会及び派遣先が

負担すべき経費の範囲は、別に定めるものとする。 



 

 

（勤務条件等） 

第１０条 派遣先での専門家の勤務条件等については、事前に協会と派遣先で別途協定を締結す

るものとする。なお、協定に定めのないものについては、そのつど協会と派遣先が協議して定

めるものとする｡ 

 

（専門家の義務） 

第１１条 専門家は、派遣期間中、派遣先の法令を遵守する義務を負う。 

 

２  専門家は、派遣先の基本方針を尊重し、誠実に業務遂行に努める義務を負う。 

 

（傷病保障） 

第１２条 派遣期間中に専門家に発生した災害に対する補償は、別途法令等で定める派遣先の業

務上の災害及び通勤による災害に対する補償を除き、海外旅行傷害保険によるものとし、加入

の手続は協会が行うものとする。 

 

（派遣報告書の提出） 

第１３条 専門家は、派遣期間終了後速やかに別途様式で定める派遣報告書を協会に提出するも

のとする。 

 

 

（その他） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施にあたり必要な事項は、別に定める。 

 

附  則  

  この要綱は、平成１０年１２月１日から施行する。 

 

【改正附則】 

附 則 

この要綱は、平成１１年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１３年１月６日から施行する。 

（「自治省」を「総務省」に改めるもの） 

  附 則 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別  表  
           項 目 
 
 費 目 

現に自治体に勤務している専門家 かつて自治体に勤務していた専門家 
金額等 内 容 負担機関等 金額等 

 
内 容 負担機関等 

１．荷物送料 実費  ＴＮＴ利用 協   会 実費  ＴＮＴ利用 協   会 
２．渡航費 
 

航空券を支給 
（原則、エコノミー）

国内最寄国際空港 
    ～派遣先最寄国際空港 

協   会 航空券を支給 
（エコノミー） 

国内最寄国際空港 
    ～派遣先最寄国際空港 

協   会 

派遣先最寄国際空港 
      ～派遣先の指導場所 

派遣先 派遣先最寄国際空港 
      ～派遣先の指導場所 

派遣先 

３．日本国内交通費 協会旅費規定による 国内居住地 
      ～国内最寄国際空港 

協   会 協会旅費規定による 国内居住地 
      ～国内最寄国際空港 

協   会 

４．支度料 協会旅費規定による  協   会 協会旅費規定による  協   会 
５．住居費 現物支給（無料提供） 派遣先 現物支給（無料提供） 派遣先 
６．通勤方法 現物支給（無料提供）  派遣先 現物支給（無料提供）  派遣先 
７．医療費 実費 海外旅行傷害保険による 協   会 実費 海外旅行傷害保険による 協   会 
８．日当 原則として協会旅費

規定に定める額の 
１／２を支給 

 協   会 原則として協会旅費

規定に定める額の 
１／２を支給 

 協   会 

９．食事費 現物支給（無料提供）  派遣先 現物支給（無料提供）  派遣先 
10.交通手段 現物支給（無料提供） 派遣先 現物支給（無料提供） 派遣先 
11.通信連絡費 無料提供 電話・ＦＡＸ等 派遣先 無料提供 電話・ＦＡＸ等 派遣先 
12.災害補償費 実費 派遣期間中に発生した災害 地方公務員災害

補償法、条例、 
あるいは海外旅

行傷害保険（協

会負担による加

入）による 

実費 派遣期間中に発生した災害 海外旅行傷害

保険（協会負

担 に よ る 加

入）による 

13.通 訳 公務については無料

提供 
「自治体国際協力専門家の 
派遣に関する協定書実施細 
則」による 

派遣先 公務については無料

提供 
「自治体国際協力専門家の 
派遣に関する協定書実施細 
則」による 

派遣先 

14.旅行雑費 実費 健康診断費用 
パスポート及びビザ取得等 
の諸費用 

協   会 実費 健康診断費用 
パスポート及びビザ取得等 
の諸費用 

協   会 

 
 

 


